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１ 地方法人課税の偏在是正について 

  地域間の税収の偏在を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人県民税法人税割の税率を引

き下げるとともに、地方法人税（国税）を創設し、その税収を地方交付税の原資にすることとさ

れました。 

  また、消費税を含む抜本的改革が行われるまでの暫定措置とされている地方法人特別税におい

ては、平成２６年４月からの消費税率引き上げに伴い規模を縮小し、法人事業税に復元すること

とされました。 

  なお、制度設計にあたっては、法人が負担する税率改正後の税の合計額が、改正前の税の合計

額を上回ることのないよう、配慮されています。 

 

２ 法人県民税法人税割の税率 

区   分 
税 率 

平成２６年９月３０日まで

に開始する事業年度 

平成２６年１０月１日以後

に開始する事業年度 

資本金の額又は出資金の額が１億円を超える法人及び保険業法に

規定する相互会社 ５.８％ ４.０％ 

資本金の額又は出資金の額

が１億円以下の法人 

課税標準となる法人税額が年１千

万円超の場合 

課税標準となる法人税額が年１千

万円以下の場合 
５.０％ ３.２％ 

 ※ 均等割の税率の改正はありません。 

 

３ 法人事業税の税率 

（１）外形標準課税対象外法人（資本金の額又は出資金の額が１億円を超える普通法人以外の法人） 

法人の種類 所得等の区分 

税  率 

平成２０年１０月１日から 

平成２６年９月３０日まで

に開始する事業年度※３ 

平成２６年１０月１日以後 

に開始する事業年度 

普通法人 

（株式会社等） 

公益法人等 

人格のない社団等 

所

得

割 

軽減税率 

適用法人 

年400万円以下の所得 ２.７％ ３.４％ 

年400万円を超え 

年800万円以下の所得 
４％ ５.１％ 

年800万円を超える 

所得及び清算所得※２ 
５.３％ ６.７％ 

軽減税率 

不適用法人※１ 
所得及び清算所得※２ 

特別法人 

協同組合 

信用金庫 

医療法人 等 

所

得

割 

軽減税率 

適用法人 

年400万円以下の所得 ２.７％ ３.４％ 

年400万円を超える 

所得及び清算所得※２ 
３.６％ ４.６％ 

軽減税率 

不適用法人※１ 
所得及び清算所得※２ 

電気・ガス供給業、 

保険業を行う法人 

【収入金課税法人】 

収入割 収入金額 ０.７％ ０.９％ 

平成２６年１０月１日以後に開始する事業年度分から、 

「法人県民税（法人税割）」「法人事業税」「地方法人特別税」 

の税率が改正となります。 



（２）外形標準課税対象法人 

法人の種類 所得等の区分 

税  率 
平成２０年１０月１日から 

平成２６年９月３０日まで

に開始する事業年度※３ 

平成２６年１０月１日以後 

に開始する事業年度 

普通法人 

（株式会社等） 

※資本金の額又は出資

金の額が１億円を超え

る法人 

所得割 

＋ 

付加価値割 

＋ 

資本割 

所

得

割 

軽減税率 

適用法人 

年400万円以下の所得 １.５％ ２.２％ 

年400万円を超え 

年800万円以下の所得 
２.２％ ３.２％ 

年800万円を超える 

所得及び清算所得※２ 
２.９％ ４.３％ 

軽減税率 

不適用法人※１ 
所得及び清算所得※２ 

付加価値割 
付加価値額 
（報酬給与額＋純支払利子＋ 

 純支払賃借料±単年度損益） 

０.４８％ ０.４８％ 

資本割 資本金等の額 ０.２％ ０.２％ 

（注） 

 ※１ 資本金の額又は出資金の額が１千万円以上で、３以上の都道府県に事務所等を有する法人が該当します。 

 ※２ 平成２２年１０月１日以後に解散した場合、通常の所得に対する課税となります。 

 ※３ 平成２０年９月３０日までに開始する事業年度については、異なる税率が適用となります。 

 

４ 地方法人特別税の税率 

法人の種類 課税標準 

税 率 

平成２６年９月３０日まで

に開始する事業年度 

平成２６年１０月１日以後 

に開始する事業年度 

外形標準課税対象外法人 
法人事業税所得割額 

８１％ ４３.２％ 

外形標準課税対象法人 １４８％ ６７.４％ 

収入金額を課税標準とする法人 法人事業税収入割額 ８１％ ４３.２％ 

 

５ 税率改正に伴う予定申告の経過措置 

税率の改正に伴い、平成２６年１０月１日以後開始する最初の事業年度の中間申告で予定申告

を選択する場合は、次のとおり計算することとなります。 

（１）法人県民税法人税割 
 

前事業年度の法人税割額 ×  

 

（２）法人事業税 
 

前事業年度の事業税額 ×  

 

（３）地方法人特別税 
 

前事業年度の地方法人特別税額 × 

 

 

    ３.８ 

前事業年度の月数 

    ７.５ 

前事業年度の月数 

    ４ 

前事業年度の月数 


